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○山内座長 ただいまから第４回バリューフォーマネー評価に関するワーキンググループ

を開催させていただきます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。今日は皆さんご出席なんですが、宮本委員だけご欠席というふうに伺っておりまして、

あと光多さん、ちょっとお忙しいんですか。早目に出られる。わかりました。 

 それでは始めますが、まず前回第３回の議事録案、それから議事概要案、それから議論

の整理案について、これまで事務局に提出をしていただいた修正意見を反映させたもの、

これは参考資料で付けていただいているんですね。 

 もしも何か他にご意見がなければ、これで確定ということにさせていただきますけれど

も、よろしゅうございますか。今日の会議の間にでも、もう一度見ていただいて、何かあ

れば最後にお願いできればと思います。 

 それでは、１番目の議事ですけれども、これまでバリューフォーマネー評価の理論的な

背景、こういったことに関する議論の整理をしてきたわけでありますけれども、これを事

務局からご説明いただきたいというふうに思います。それでご意見を伺うわけですが、配

付資料もいろいろあることですし、資料を確認した上でお願いします。 

○荻野参事官補佐 それでは、事務局の方より、まず配付資料のご確認をさせていただき

ます。お手元の方にお配りしております資料ですけれども、一番上に議事次第がございま

して、まず資料１といたしまして、これまで第３回までの理論的な背景に関する議論の整

理という資料がございます。資料２といたしまして、ＶＦＭ評価に関する実務的な課題に

ついてというものがございます。それから、先ほど座長の方よりお話がございました参考

資料ということで、参考資料１が第３回の議事録案、参考資料２が議事概要案、参考資料

３が議論の整理（案）ということになっております。 

 それから、本日の資料の関係の参考でございますけれども、参考資料４ということで、

公共施設等の管理者等へのアンケート結果ということで、これは昨年の４月の第１回の総

合部会に提出させていただいた資料の再度の配付ということでございます。 

 それから、参考資料５といたしまして、「ＶＦＭ評価のあり方」に関わる報告書記載事

項及び総合部会委員からの御意見ということで、これも昨年の８月の第12回総合部会及び

９月の第１回の本ワーキンググループで配付させていただいておりました資料の再配付と

いうことになっております。もし過不足等ございましたら、事務局の方までお知らせくだ

さい。それでは、続きまして資料１のご説明をさせていただきます。 

 資料１でございますが、ＶＦＭ評価の理論的な背景に関する議論の整理（案）というこ
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とでございまして、今日第４回でございますけれども、第３回までに各回におきまして議

論の整理というものを作成してまいりましたけれども、それをまとめまして再整理させて

いただいたものでございます。 

 整理の仕方といたしましては、これまで、そもそも論ということで整理してきた部分で

すけれども、この部分に関しまして、今後アピールしていくポイントのようなことにつき

まして、それぞれ中に下線部で示させていただきまして、その下線部に関連するこれまで

出てきました議論の内容を、これまでの箇条書きのまま並べさせていただいたものでござ

います。それでは、順次ご説明いたします。 

 これまでも大きく２つで、１つがＶＦＭの位置づけ、２つ目がＶＦＭの源泉ということ

で整理してまいりましたけれども、その中の、まず１つ目のＶＦＭの位置づけに関しまし

て大きく２つ、先ほど申し上げました下線部のところをつけております。（１）のＶＦＭ

は効率性の議論であることを再認識すべきであるということが、まず１つ目でございます。

これに関しまして、その下にございますような、これまでご議論いただいた内容を並べて

おります。これは、もう今まで一たん整理させていただいておりますので、読み上げなく

ても構わないですか。いいですか。では、今ざっとお読みになっていただいて、こういう

論点を一応このように並べて整理させていただいております。 

 ページをめくっていただきまして、２ページ目でございますが、先ほど申しました下線

部の部分で、２つ目にアピールしていくべきポイントということで、ＶＦＭは単に計算す

ればよいというものではなく、評価の各段階において事業のスキームについて検討を深め

つつ、改善を図るべきものであるということを、この中でアピールしていくのではないか

ということを、これまでの議論から一応整理させていただいております。 

 これは、先ほどの部分がＶＦＭの再認識ということでありましたけれども、ここはいわ

ゆるプロセスと関係していく部分のお話を、これまでの論点をその下に６つ並べさせてい

ただいたところでございます。 

 その次の３ページ目が参考と、ちょっとこの名前がいいかどうかわからないんですけれ

ども、これは今の１の位置づけに関する部分を示していくに当たって、参考にすべき留意

事項みたいなところを一応ここでまとめさせていただきました。 

 それの１つ目の大きなものが、海外（英仏）でのＶＦＭの位置づけはこうなっていると

いうのをこれまでご紹介いただきましたので、それを今ここに並べさせていただいており

ます。 
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 もう一つは、我が国の実際の事例ということで、幾つかの政令指定都市の定めたＶＦＭ

の実施方針には、国が定めたガイドラインにはない先駆的な考えを取り入れたものがあり、

これらは、今回のＶＦＭ評価の検討を行うに当たり参考となるということで、その下に具

体的な内容を並べております。 

 最後に４ページ目でございますけれども、これは２つ目のＶＦＭの源泉のお話でござい

まして、これに関しましては、打ち出していくべきポイントといたしましては、ＶＦＭ評

価に当たっては、ＶＦＭの源泉は何かということをいま一度明確に意識して、それらをど

のように向上させていくかについて議論していく必要があるということではないかという

ことで、ここに挙げさせていただいております。それで、その下に、それに関連する論点

を４つ並べたところでございます。一応資料１のご説明は以上でございます。 

○山内座長 ありがとうございました。このバリューフォーマネーの理論的な背景という

のは、いろいろ議論してきたわけですけれども、ここでまとめていただいたのは、その中

でも特に重要なポイント、我々の論点として強調していくべき点ということでおまとめを

いただいたものですね。今言いましたように他にもいろいろとあろうかと思うんですけれ

ども、こういったところが重要ではないかというまとめですけれども、いかがでしょうか。 

○光多専門委員 ２ページ目の２つ目の丸ぽつですが、これは前から申し上げているんで

すが、今、確かにきちんとバリューフォーマネーの計算が行われていないというのはある

んですが、予算が十分ついていないために、予算がついていないためだけに、この原因を

求めるというのはいかがなものでしょうか。 

○山内座長 そういうことで、ちょっとそこのところは今おっしゃったように省いた方が

よろしいかもわからないですね。 

○山内座長 その他はいかがでしょうか。 

○町田参事官 今のご指摘、前田委員の方からご指摘がありまして、それでこういう形で

整理をさせていただいた部分だったんですけれども、当然、光多先生おっしゃるとおり、

他にもさまざまな要因があろうかと思いますので、こういった要因の他さまざまな要因か

らとか、例示として残すというのはいかがかという気もいたしますが、いかがでしょうか。 

○山内座長 ああ、なるほどね。例えばを入れちゃうんだ。 

○髙橋委員 先ほど前田先生のおっしゃっていたのは、コンサルだとかアドバイスに対す

る予算の裏づけがないこともあると。恐らく光多先生がおっしゃっているのは、自治体側

に能力あるいは意欲の面で足りないという、そういうものも当然あるんだろうと思うんで
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すね。だけど日本の社会的な雰囲気の中で、知恵に対するフィーがないという基本的なと

ころもやっぱり大きなことですから、「一つである」というような書き方で書かれたら、

光多先生の方もそれでよろしければ、今までの意見でいかがと思うんですけれども。 

○光多専門委員 前の仙台市とかおっしゃっていたように、金の問題じゃなくて、自治体

の方が本当にこれはバリューがどうかということをちゃんと考える。金がつけばこれで解

決する話じゃなくて、だから予算のためだけにこれを受けるのは、私はいかがなものかな

と思うんですね。 

○山内座長 ですから、１つ例えばこういう理由からとか、そういう書き方で、あるいは

場合によっては予算と熱意の問題でと書いてもいい。 

○髙橋委員 熱意というとあれですが、要するに能力を鍛える教育コストということもあ

るでしょうからね。 

○山内座長 能力と言っちゃうとまずいですよ。 

○髙橋委員 要するに自治体側の、どういうことを言ったらまずいんだろう。 

○山内座長 どうですかね。 

○髙橋委員 しかし、そこは重要では……。 

○山内座長 まあ言っちゃってもいいかもしれませんね。 

○前田委員 光多先生がおっしゃっておられること、今ご指摘の点でもあるし、美原さん

もおっしゃっておられて、私もそう思うんですけれども、重要性が認識されていないと。

だから時間も十分取られていないし、予算もとっていないしと、そんな感じの方がいいか

もわかりませんね。重要性の認識をここで訴える方が、意味がきっと恐らくありますよね。 

○土屋専門委員 前回のヒアリングのときに、コンサルタントの選定の仕方をお尋ねした

ら、基本的にはコンサルティングフィーのビッドだというお話だったんですよね。そうす

ると、例えば何千万円かかるところを、ダンピングじゃないんでしょうけれども、非常に

安値でとられるというような事象もあるようにお聞きしました。ということは内容重視、

それから、それに則って選定方法の工夫も要るんじゃないんですかという、そういう議論

に発展するんじゃないのかなというふうな気がします。このペーパーでどうこうというの

はまた別の話ですけれども。 

○山内座長 大体皆さんがおっしゃったようなことを総合して考えると、さっき前田さん

が言われたようなまとめで、その中に包含されて、意識の問題、それと技術の問題、予算

の問題と、こういうふうに広がっていくので、そういう書き方でちょっと整理してくださ



 5

い。 

○町田参事官 わかりました。また整理し直します。 

○小幡専門委員 ずっと出ていなくて申しわけなかったのですが。２ページ目の一番最後

のポツですが、もう皆さん盛んにご議論なさっているこの辺りですが、要するにある施設

をつくるときに予算が幾らでも投入できれば、それは利用者にとってよいものになること

は間違いないのです。しかし、それは納税者といいますか、全体の予算があるわけですか

ら、大体どのぐらいのものをつくらなければいけないというのは自ずから決まってくる。

その中で、バリューフォーマネーを追求するという話になると思うのですよね。 

 ですから、誰のためのバリューかという、こういう表現でわかりますかね。納税者のた

めというのは究極的な目的なのです。当然、良いものが効率的にできれば、それは利用者

にとってももちろんよいわけです。ただ、幾らでもお金をかければ、利用者にとってはよ

り良くなるでしょうけれども、それは納税者の利益には相反するわけですから、ここは個

別の局面で考えると、納税者のためと受益者・利用者のためというのは相反する可能性も

あるのです。ただ、究極的には受益者は納税者でもあるわけですから。ここで、こういう

誰のためのバリューかという聞き方はなかなか奥が深いので……。これでわかればよろし

いですけれども。 

○髙橋委員 確かにこれは重たいところでございまして、大きく２つの要素があって、直

接的な予算、これは税金から出ますよね。ところが、この間のお話の中で出ていたのは、

税金を払う人と受益者が必ずしも一致しない、離れているときもある。こういうふうなの

は直接的な問題ですね。 

 もう一つは、実はバリューフォーマネーをどうやって計算するかという中に、要するに

質的な問題というのが出てきますよね。これは非常に計算が難しい。もうちょっと広く見

ますと、社会的にやった方がいいのか、悪いのかという視点というのがあるんだろうと思

うんですね。そこにだんだんリンクもしてくるんです。 

 ここが、あえて私どもも、この程度の表現しか難しいのかなと思って、納税の上での制

限、税金の使用限度という意味では、かならずしもＰＦＩに限らず、そもそも公共のやる

ことはアフォーダビリティ、金をかけてもいいんだと、それは１ページ目の最初のぽつに

入っていまして、公共性原則の内この要素があるんですよと。私、毎度申し上げているん

ですが、これだけじゃなくて、おっしゃるような前回出てきたように納税者なのか、私は

要らないから返してくれという納税者だっているかもしれないという人もあるかもしれな
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いとか、そういうご指摘があったと。だから本当を言うと、もっとその辺を細かく言わな

いと誤解を生むかもしれませんね。 

○小幡専門委員 １つ目のところで、アフォーダビリティの観点は出てきてはいるのです

よね。そもそもやるべきか、必要性とかも含めてですね。 

○光多専門委員 基本はね、やっぱりバリューフォータックスですよ。やっぱり私はＶＦ

Ｍという表現自体がね、ＶＦＭじゃなくて、もうバリューフォータックスですよ。納税者

と受益者がパラじゃないはずなんですよね。やっぱり納税者が受益者としてそのメリット

を受ける場合には、そこも関与するでしょうけれども、同じウエートではないんですよ。

やっぱりバリューフォータックスですよ。 

○小幡専門委員 でも、ケースによってそれは違うと思うのですよね。分離の仕方、一致

の仕方も含めて。この資料は、どういう性質のペーパーなのですか。整理案ですから、こ

の後もう少し膨らますわけですよね。 

○町田参事官 基本的には、今まで何回かご議論をしていただいて、そもそも論について

は一応一区切りにいたしまして、少しテクニカルなイシューについて、これからご議論を

していただこうと。そこで、今までご議論をしていただいたことがこういったことでよろ

しかったでしょうかというご確認の意味を含めて出してみたと。 

○小幡専門委員 わかりました。問題意識としてということであれば、はい、大賛成です。 

○山内座長 光多先生の効率性の議論では最初抑えているのに、またこういったような議

論というのはあれですか。 

○光多専門委員 もともとはね、やっぱりイギリスで市民憲章が出て、税をもっとちゃん

と効率的に使うべきだという話から来ているわけですから、やっぱりあくまでメーンはタ

ックスですよ。 

○髙橋委員 いずれにしても追加して申し上げれば、要するに納税者のためかどうかとい

うのは、そもそも先ほどちょっと指摘しましたＰＦＩかどうかではないんですよね。ＰＦ

Ｉでやるかどうかの効率の問題があるんですから、それは光多先生がおっしゃるように、

もうそこでやるということに決まってしまえば、ＶＦＭ評価だけやったって終わるわけで

すよ。そうなりますと、ＰＦＩ、そもそも論、議論というのがＶＦＭに絞られれば、バリ

ューフォーマネーがありますよというふうになるのかなと。 

 ただ、ここのところは、なかなか社会性の問題だとかいうところが詳しくなっていませ

んから、これだけ見ると、やっぱり誤解を解いた方が私はいいと思う。 
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○山内座長 基本的には、これ、我々の議論の合意というか、集約ということで、ここに

存在していますので、ここでまたやり出すと、ずっときりがない可能性がありますけれど

も。ということで、また何かありましたら、ご意見を伺おうと思うんですが、今日のメー

ンは、全体問題としてはどう進めるかという議論をする中で、そもそも論ばかりでもしょ

うがないということで、これから我々がこれをどういうふうにしていくかというときに、

やっぱり問題は、今あるガイドラインをどうしていくかということで考えた方がいいんじ

ゃないかというふうに思います。 

 今日の議題、２つ目の論点は、ここに実務的な課題と書いてあるんですけれども、要す

るにガイドラインというものを見たときに、我々がこれまで議論してきたこととどういう

ところで問題があり、どういう方向でこれを直していくかという、そういうことを具体的

に議論していこうと思っております。 

 事務局の方で、まさに議論のまとめと、それからガイドラインとの対比をしていただい

た資料が、資料の２ということでございます。その辺を、これもご説明をいただいて、議

論をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○荻野参事官補佐 それでは、資料２の方につきましてご説明をさせていただきます。そ

の資料２の一番上にあります紙は、後ろにあるものを全体に一覧にきれいにまとめたもの

でございますので、これだけ見るとちょっとわかりづらいと思いますので、３ページ目を

めくっていただきまして、こちらから先にご説明いたします。 

 ＶＦＭのガイドラインですけれども、もう一枚めくっていただきまして、構成ですけれ

ども、まずその四角囲みの中に、現行のガイドラインの本文をもうそのまま書かせていた

だいております。それがもう全文、後ろに入っております。それを項目ごとに、そこに対

応するこれまでの議論とかヒアリング結果を抜き出して対応させているところでございま

して、まずその四角囲みの後に、５ページの真ん中あたりですけれども、まず先ほどのい

わゆるそもそも論で、ここのガイドラインと対応しているのではないかという項目を点線

の囲みの中に書かせていただいております。もしガイドラインの解説みたいなものをお出

しできるのであれば、こういうことをここに対応して書いていけばわかりやすいのではな

いかということでご説明しております。 

 その下に、検討すべき項目（ある程度方向性が示されているもの）とございますけれど

も、この後に、次のページに、単に検討すべき項目というのもございますけれども、この

２つが、参考資料の５をちょっと見ていただきまして、これは第12回の総合部会と今回の
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第１回目のワーキンググループのときに資料として提出いたしたものでございまして、こ

れが昨年度までやっておりました検討委員会の報告書に記載されている事項と、あと、そ

れも含めまして、総合部会で指摘された事項を、課題をある程度整理しまして表にまとめ

たものでございます。 

 ここに、左から２番目の欄に番号の欄がございまして、１から23までございますけれど

も、その番号と、今、検討すべき項目の中に入っている丸の中の番号及びその課題の中身

が対応するようになってございます。それで、この表からガイドラインの該当部分に対応

するものを抜き出して、ここに整理したものというふうになってございます。 

 その中で、これは事務局の方で整理したんですけれども、ある程度今のままでも方向性

を示していけそうなものが、括弧にある程度方向性が示されているものと書いている部分

でございまして、括弧のないところはもうちょっと議論が要るのかなというようなことで、

大まかにですけれども分けております。 

 それに加えまして、吹き出しのようなものがございますけれども、これが第３回、前回

のワーキンググループで、仙台市さんと神奈川県さんの方からいろいろヒアリングでご指

摘がございましたけれども、それも関連する部分について、ここに概要を抜き出してお示

ししております。こうすることによりまして、ある程度どの辺をさらに議論すべきかとか、

そういうことが見えてくるのではないかなということで、検討整理をしていただきました。 

 具体的には、例えば今の５ページ目のところですけれども、ここはＶＦＭ評価の基本的

な考え方の中のＶＦＭとはというものに対応するものということでございまして、これま

での論点との対比でいきますと、論点①の判断基準の明確化の必要性、それから論点③の

リマインドされるべき基本的考え方、それから、その次のページに論点⑰のサービスの質

を加味したＶＦＭの算出というところが、これまでも議論が出てきている部分であるとい

うことになります。 

 次に、６ページの中段あたりで【アンケート】となっておりますけれども、これが参考

資料４の公共施設等の管理者等へのアンケート結果ということでございまして、これは先

ほども申しましたが、昨年４月の第11回の総合部会のときに、現場でどういうところが問

題になっているのかということをお示しするために資料を提出したものでございまして、

今、ＰＦＩ事業を実施している230の機関にアンケートをとったものでございまして、そ

のアンケート結果のうちＶＦＭ評価に関係あるものにつきまして抜き出してきております。 

 この箇条書きになっている部分が、まさにアンケートの回答そのもの、一個一個の回答
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でございまして、それに対して、ある程度先ほどの１から23の課題に対応させるように分

類して示したのが、ここに抜き出してあるということになってございます。 

 そのアンケートの結果といたしましては、①の判断基準の明確化の必要性の部分には、

１件アンケートの回答があったと。⑰のサービスの質を加味したＶＦＭの算出という部分

には、以下のような３件のアンケート回答があったということになっております。 

 以下同様に整理しておりまして、７ページ目が、２番のＰＦＩ事業の類型とＶＦＭ評価

の部分につきましては、検討すべき項目として、先ほどの表の18番目の課題ということで、

事業収入と公共からの収入が混在する事業におけるＶＦＭ評価の必要性ということが、こ

れまでも論点として挙げられているということでございます。 

 次に、８ページ目にまいりまして、３のＶＦＭ評価を行う時点等ということに関しまし

ては、まずこれまでのワーキンググループの議論で、そもそも論の議論の中で、ＶＦＭは

単に計算すればよいというものではなく、評価の各段階において事業のスキームについて

検討を深めつつ、改善を図るべきものであるというふうなことが、この部分に対応してお

るのではないかということでございます。 

 また、その検討すべき項目ということで、これまでの議論の課題の整理の中では、課題

②のＶＦＭの事後評価の部分、それから課題⑮のＶＦＭの算定・公表時期及び算定結果の

フィードバックの部分、それから16番目のＶＦＭの算定・公表時期及び算定結果のフィー

ドバックの部分、ここは中身が２つに分かれておりまして、先ほどの⑮はＶＦＭの算定・

公表時期の話、⑯は算定結果のフィードバックの話のこれまでの議論が対応しているとい

うことでございます。また、先ほどの２番目の課題につきましては、神奈川県、仙台市さ

んの方からも指摘がなされているということでございます。 

 ９ページ目にまいりまして、二のＰＳＣの算定というところでございますけれども、こ

こも検討すべき項目ということで、ＰＳＣの算出根拠に関する議論がございまして、ここ

がガイドラインのこの部分に対応すると。あと、その下にアンケートがございますけれど

も、ここは８件ということで、この分類上は３番目に多くアンケートの回答が寄せられて

いるところでございまして、以下に書いてありますようなご意見が出ているということで

ございます。 

 10ページ目にまいりまして、次は２番目、ＰＳＣの算定方法の部分でございますけれど

も、ここもこれまでの議論に関しましては検討すべき項目ということで、８番のＰＳＣの

算出における管理者等の資金調達費用の議論、それから20番目のコスト比較方式とキャッ
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シュフロー比較方式の議論が対応するのかなと思っております。それから、アンケートに

関しましても１件回答が寄せられております。３番目のＰＳＣの間接コストも、そこに書

いてありますように９番目、10番目の課題が対応していっているのかなということでござ

います。 

 12ページ目でございますが、三のところでございますが、ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定の

お話でございまして、ここに関しましては、検討すべき項目といたしましては、19番目の

論点の付帯的施設の取り扱いの……。 

○山内座長 もうちょっと中身を言ってくれないと、ついていけないから。 

○荻野参事官補佐 はい、すみません。検討すべき項目といたしましては、付帯的施設の

取り扱いということが対応しておりまして、中身といたしましては、付帯施設が含まれる

事業におけるＶＦＭの算定に当たりましては、ガイドラインではこれを含まないものとさ

れておりますけれども、付帯的施設の種類によっては、ＶＦＭに含むことが妥当と考えら

れるものもあるというご指摘や、含むとした場合には、含む範囲や算出方法等について検

討する必要があるというご議論、それから、こういうことに関しては管理者の合理的な判

断にゆだねられるべきあろうというご議論が今まで出てきておるところでございます。 

 アンケートの結果につきましても、その部分に関しては２件です。どういうふうにやっ

ていくのかについて、必要十分なレベルで示してほしいというようなご意見が出ておると

ころでございます。 

 ２番目がＬＣＣの算定方法の話でございまして、ここで検討すべき項目といたしまして

は、課題⑤のＰＦＩ事業のＬＣＣ算出方法ということが、これまで論点が出てきておりま

す。ここは、要するに削減率を用いることが妥当かという話とか、それから使う場合でも、

しっかりその根拠を示して使っていく必要があるというご議論がされているところでござ

います。 

 課題⑥のところは、ＰＦＩ事業のＬＣＣ算出方法の中の選定事業者の収益性の話でござ

いまして、民間事業者が確保すべき利益を見込むことが必要で、その際はキャッシュフロ

ー分析をしていく必要があるということ等がご指摘があるところでございます。 

 課題⑦につきましては、ＰＦＩ事業のＬＣＣ算出における選定事業者の資金調達費用の

話でございまして、これは、要は市場の状況をしっかり把握して、そこに合わせていく必

要があるという話が指摘されておるところでございます。 

 次、14ページ目にまいりまして、すみません、ここは今まで申しました部分が、あるい
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は方向性が示されていると考えて前に取り出した部分で、同じ課題の⑤、⑥、⑦の部分で

もう少し検討が必要と思われる部分については、ここに書いております。⑤から⑦まです

べてそうなんですけれども、要は具体的な算出方法まで検討して示していくべきかどうか

というとことを、後ろに残して書いてございます。この点に関しましては、神奈川県さら

に仙台市さんの方からも、その留意点等につきましてご指摘があったところでございます。

この部分につきましては、アンケート結果を見ましても、削減率を使うときの考え方であ

りますとか、根拠を示すための材料を出していくとか、そういうご指摘が、ここも割とア

ンケート結果の文面の中では多くなっているところでございます。 

 次に、16ページにまいります。四のＶＦＭ評価における留意事項というところでござい

まして、１番目、リスクの定量化の部分でございます。この部分につきましては、検討す

べき事項といたしましては、表の14番目の課題のリスクの調整の方法というところに出て

きておりますけれども、その下のアンケートでは、ここも割と意見が多かったところで、

リスクの調整の方法をもうちょっと具体的に示してほしい等の意見が出ておるんですけれ

ども、これまでのＶＦＭの議論の中では、そこを具体的にどうするかという議論は余りな

されていないところでございますので、今後の課題なのかなというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 それから次、19ページにまいります。２の基本方針の３（２）の「適切な調整」に関す

る部分でございますけれども、これに関しましては、検討すべき項目といたしましては、

13番目の「適切な調整」における税金の取り扱いというところは、これまで議論されてい

るところでございまして、議論されているもののうち方向性が示されていると思われる、

そこにあります２つの部分に関しましては、前に出して整理しておるところでございます。

ここはアンケートでは１件のみ意見があったところでございます。 

 次、20ページ目にまいりまして、３の現在価値への換算というところでございますけれ

ども、この部分につきましては、下の方のアンケートの部分を見ていただきますとわかり

ますように、この分類上は一番ご意見が多かった部分で、現場の皆さんはいろいろ困って

いることがあるという部分かなというふうに思われます。ここは要するに割引率をどうす

るかという話で、その考え方等を統一的に示していくべきではないかというような指摘が

アンケート結果ではなされているところでございます。 

 これまでの検討に関しましては、検討すべき項目のところにありますように、割引率の

設定によりＶＦＭの有無を意図的に操作でき得る側面があるため、一定の規範の枠内での
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実践が望ましい。多様なある方を認める場合でも、考え方やアプローチは明確な根拠のも

とに定義され、かつかかる根拠を開示することが望ましいという議論がなされているとこ

ろでございます。また、あと検討すべき項目としては、考え方の定義をここで示していく

かどうかというところは残っているのかなというふうに思って、そこに整理させていただ

いております。 

 次、22ページ目でございますけれども、４番の評価結果の公表でございますけれども、

これに関しましては、これまでの議論で論点21のＶＦＭによる検討結果の開示内容の検討

ということで、そこにありますような議論がこれまでされているところでございます。 

 それから次、23ページで、五の公共サービスの水準等に対する評価ということでござい

まして、そこは四角にあるような同じように聞いておるわけでございますけれども、これ

までの議論では対応する部分はなかったのかなというふうに考えております。仙台市さん

からは、一応ここにありますようなご指摘がされているところでございます。 

 24ページ目でございますが、ガイドラインは今までの23ページまでのもので終わりでご

ざいまして、あとガイドラインにない課題ということで、六のところに残りのものをまと

めて書かせていただいております。３つございますけれども、１つ目が論点４の公的部門

職員のキャパシティ・ビルド・アップということでございまして、これは全体にかかるも

のでありますので、その他のところに出てくるということになるのかなというふうに思っ

ております。あと論点22の外部経済効果における税収効果の考慮の検討、また、論点23の

リスク分析と一体化したガイドラインの作成の必要性という論点がこれまでございました

けれども、これも全体にかかる部分でございますので、後ろに整理させていただいている

ところでございます。アンケートにつきましても、全体にかかわる事項ということで、先

ほどＰＳＣとかＬＣＣの中の話もございましたけれども、全体として目安になる指標とい

うものを出してほしいというような意見が現場からはあるということで、ここも割と件数

的にはたくさんいただいておるところでございます。資料２のご説明は以上でございます。 

○山内座長 ありがとうございました。私から事務局の方にお願いしてやっていただいた

作業は、要するに今までにいろいろ議論してきた、ヒアリングした、アンケートをやった

ということで、じゃ、実際にバリューフォーマネーのガイドライン、僕も問題があるとは

言いませんが、議論になり、それをどういう方向で直していくかというようなことを具体

的にまとめていただくという作業について。なぜそういうふうにしたかというと、要する

にこのガイドラインをこれから直していった方がいいんじゃないかと、こういう判断です。 
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 今ご説明いただいた中には、まだ議論しないと、どういうふうな方向でいけばいいかと

いうことが確定していないものとか、あるいは、そこまでガイドラインに書くかねという

ものとか、いろいろまだ混在していると思うんですけれども、これからこのワーキングも

そんなに回数ないんですけれども、その中でやっぱり方向性をひとつつけて、ぜひともこ

のガイドラインをいい方向に直したいというふうに思ったものですから、ご無理をいただ

いてそのようにやってみたと。 

 まず、特にどこかのこの１点にかかるということはないですけれども、議論の方向性と

してはそういうことでよろしいでしょうかね。じゃないと、我々がやってきたことが具体

的にならないと意味がないですからね。 

○美原専門委員 全体見てみましたが、矛盾はないと思います。今のガイドラインと我々

が議論している中身とは矛盾がないかなというところだけはきちんと見てみたんですけれ

ども、矛盾はないですね。結局、ガイドラインは大きな概念的な枠しか書いておらず、実

務的な詳細の考え方は余り詳しく書いていないためにわかりにくいといわれているのでし

ょう。それを補足するような感じであるならば矛盾はしないと思うので、今、座長がおっ

しゃられたように付加していくことは可能だと思います。一、二点いいですか。 

○山内座長 どうぞ、どうぞ。お気づきの点をどんどん言っていただいて、また詰めてい

ただけたら。 

○美原専門委員 ちょっと気になったのは、議論の時系列的な形から、８ページ目のバリ

ューフォーマネーを行う時点等についてですけれども、この検討すべき項目で書いてある

のは、かなり最初で議論をなされたことであって、その後、いわゆる導入可能性調査、プ

レと書いてありますね。このところもやはりどういう形でやっていくのかを詰めるべきで

しょう。仙台市さんがかなりその重要性を説明されていましたが、要は特定事業評価のと

き、ある日突然バリューフォーマネーが出てくるのではなくて、それまでの慎重な手続・

検討の成果としてあらわれているわけです。そういうのをちょっと検討した方がいいので

はないかということが１点。 

 それとＰＳＣの算定、主に10ページ、11ページ目ですけれども、これは恐らく議論され

てませんが、事実行為として検討した方がいいのは、例えばＰＳＣの算定方法等につき発

生主義でできるだけ実施し、費用の算定範囲に関しても間接コストを算定し、算入するよ

うな考え方です。これは昨年12月19日に市場化テストの方で指針が出ています。この指針

そのものは、規制改革・民間開放推進会議のレベルから１年以上もかけてコンサルタント



 14

を導入して検討した結果なんですよね。官民間の差異を是正し、イコールフッテイングで

評価しようという考えですから、当然ＰＦＩにも適用できるだろうということになるわけ

です。それを反映しない手はない。 

 特に間接コストの算定のあり方、例えば、今現在ＰＦＩでは全然やっていないわけです。

またその他の事例としては、退職給付金の公会計と民間の会計の制度の差から出てくる問

題とか、費用の認識の相違から出てくる問題などを、官民競争条件の均一化という言葉を

使い、議論しているわけですね。でも我々は、ＰＦＩでは調整というのは適切な調整の中

に入ってしまうんですよ。ですけれども、考え方は同じであると。そういう間接コストが

算定に重要なのです。かかる判断基準や実務指針が別途存在しているわけですから例えば

事実として、参考的にそれを利用しながら、こういう考え方もあるということをここで付

記することは重要じゃないかと思います。 

 それと同様に、発生主義に基づく調整の対象は、これ以外にもある。それも市場化テス

トの方で先行してしまっているので、やはりこれは同じ内閣府ですから、何らかの形で考

え方を実務的に調整しないと実体経済が混乱するじゃないかと思うんです。これは入れた

方がいいと思います。 

○山内座長 そうすると、今の論点でいくと、ＰＦＩ事業者については発生主義で考えま

しょうということと。 

○美原専門委員 ＰＳＣ。 

○山内座長 ＰＳＣについて発生主義で考えましょうということと両方あると思うんだけ

れども、両方とも発生主義にするということ。 

○美原専門委員 そうです。ＰＦＩのガイドラインも基本的にはそうですよね。ＰＳＣの

ところで発生主義に基づいて考えるということです。民間は発生主義が当たり前ですから、

同じレベルにしましょうねということを言っていますので、矛盾はしていない。 

○山内座長 具体的にむしろその方向だと、ちょっと今反対にイメージがわかないのは、

それがどこまでできるかというところですね。方向としては書いて、具体的に、例えば市

場化テストの指針が出ているんだったら、それをどこから持ってこれるかということがあ

るかもわからないけれども、実際にＰＦＩのバリューフォーマネーの算定のときに、どこ

まで具体化できるかなと、ちょっとイメージがわかないんですけれども、それは大丈夫で

すか。 

○美原専門委員 それは管理者の判断によるでしょうね。例えば考え方を書いています。
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手法を書いてあります。例示が書いてあります。それだけですよね。例えば公会計と民間

会計の違うところは、いわゆる退職金の給付金手当の問題とかありますけれども、市場化

テストとＰＦＩで大きな違いは、我々はＰＦＩでは資本コスト、減価償却などが入ってく

るのに対して、必ずしも市場化テストはそうではない。サービスが主体になっていますか

ら。場合によっては減価償却もあり得るよねと。減価償却をやっていくと、こちらの方は

よりシリアスですよね。 

○山内座長 こっちの方が難しそう。 

○美原専門委員 そうです。 

○山内座長 そういうことですよね。うちなんかもあれですよね。法人化してね、退職給

付金なんていうのは、運営費交付金の中でドカンと来るわけですよ。通常の制度だとあり

得ないんだよね、そういう話は。そこのところ、あらかじめそういう関係をつくってやら

なきゃいけないから、そこは難しいですよね。 

○美原専門委員 多分セグメントバランスシートを管理者が作成する方向に行けば、今度

はもう自動的に出てくる問題なんでしょうけれども。 

○山内座長 方向としては絶対そっちの方へ行った方がいいと思うね。 

○美原専門委員 大きな方向性としては、こういう考え方になっています。例えばこうい

うプラクティスもありますよという形で、例示的にこういう考え方もあるというのは書け

ると思います。 

○髙橋委員 全体の枠組みでいいますと、これは私の個人的な見解ですが、市場化テスト

とＰＦＩの大きな位置づけからいえば、どちらかというとＰＦＩあるいはＰＰＰといって

もいいでしょうけれども、大きな中に、特にイギリスでは歴史的にいうと市場化テストみ

たいなものがあって、あるいはその前にはＣＣＴというような制度があって、必ずしもう

まくいっていないような理由があって、大きく言えば同じ流れなんですよ。 

 本来はＰＦＩの大きな枠組みの中で、市場化テストというのが、イギリスで言っている

のと同じかどうかはちょっと微妙だと思いますが、日本で指定管理者制度と見合うような

ことで、労働力の民間への委託に割り切ってしまえば、あるいはサービスは全部ですね、

施設そのものは外してという切り分けに、もししてしまえば、ＰＦＩの中のサービスだけ

の部分について当然共通してくるわけですね。 

 この中でバリューフォーマネーをどのように位置づけるかといえば、ＰＦＩのＬＣＣと

ＰＳＣ、これを比較して、プラスかマイナスかという結論を得ようとすれば、当然計算根
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拠が共通していなければ意味ないわけですね。そういうふうに考えてみますと、発生主義

であるとか、複式簿記会計にしてやろうということはそういうことなんです。 

 ただ、公会計と民間の会計の大きな違い。ご専門もおられると思いますからあれなんで

すが、非常に大きな要素は資本コストのあり方が違うんですね。これをどのように反映す

るか。資本に対するリスクもあって、そこにリスクプレミアムであるとかコストですね、

どういうふうに位置づけるかというのに実は違いがあったりとか、大きなところで違いは

当然あるんですね。違いは違いとしてはっきりと指摘をして、今回ここまで詰めるという

のはなかなか難しいと思うんですね。似たように難しい点は幾つかあると思うんです。 

 だけど共通でするというような見解に立てば、ある程度詰めていけるような項目という

のはもう既にあると思うんですよね。それは人件費のコストとかを共通にしていくとか、

それから、公的な会計の中では余り入っていないんだけれども本当は要るんだと。それは

民間では計算はやっているということであれば、それは補ってもらわないといけない。そ

ういうのは当然入ってきますので、今度のガイドラインで比較的はっきりと書けるんだろ

うと。 

○伊藤専門委員 そのとおりですね。退職給付会計の大きな違いは、民間企業は厳密に計

算しているわけですけれども、地方自治体でどの程度それに対応できるのかどうか。急に

ＰＦＩの計算をするから退職給付さえも計算を委託するわけにはいかないと思うんですよ

ね。それは毎年毎年準備が必要なことですから、そういうのを強制するのもいかがなもの

かなというふうな気もします。 

○山内座長 方針としては、それはもう会計をそろえなきゃいけないという方針はあると

して、それをどこまで、ここでガイドラインで書き、要求するかというふうなこと。 

○美原専門委員 それはＰＳＣを構成する構成要因でしょうね。ですから、この事業をや

る場合には何人かかっているからということなんでしょう。 

○山内座長 今の話で、退職金まで全部計算してやりなさいというところができるかどう

かということですよ。 

○美原専門委員 それは平均値を取らざるを得ないですね。例えば年齢構成も違ってきま

すから。そういう問題もありますし、事業によっても違ってくる。ただ、恐らく平均値を

取って概算処理できるはずで、私が議論に参加したときは平均値を取りながら、余り厳密

にやってもしようがないで、ある程度どのくらいの人間がいて、どのくらいの年齢構成で、

バサッと平均値で切ってみて、これくらい付加してもいいよねという形になるんです。 
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○山内座長 退職金の話はそうだけれども、例えば減価償却にしたって、今まで全くやっ

ていないというところでやらなきゃいけないんだけれども、そこまでできるかという。基

本的にはやらなきゃいけないんだけれども、それをどこまでここで要求するのか、あるい

はどういうふうに書くかということですね。 

○小幡専門委員 確かに、市場化テストとＰＦＩの維持管理のサービス部門というのは似

ているわけです。ＰＦＩは既に私は８年位かかわっていますが、ＰＦＩでかなり蓄積され

ているのだから、市場化テストの方でも、少し参考にしたらということも、同じ内閣府で

すし、言ったみたりしたのですが。ともかくあちらはやはり官民で比べなればいけないと

いう官民競争入札なので、もっとコストが具体化するわけです。 

 今、官がやっている公共サービスにかかわっている公務員が、年齢構成も含めて具体的

に出てくるわけです。要するに非常に範囲が限定されるので、退職金にせよ何にしても、

明確に特定して出せるのです。官だとこれだけかかっている。このコストが、官民競争入

札で民と比べてどうかということになります。 

 ＰＦＩですと、そこら辺が少しぼけるのではないかと思います。つまり今やっていると

いうのがないですから。ですから平均とか、そこら辺が少し違うとは思うのですが、美原

委員のおっしゃるように確かにせっかくあちらでいろいろ考えてはいるので、使えるとこ

ろはこちらにも使ってというのはあり得るかと思います。 

○山内座長 今、小幡さんが言っているのはわかった。確かに市場化テストをやっている

やつを計算しようというのは、割合理由がわかるんだけれども、想定でやると結構迷うと

ころがある。 

○小幡専門委員 何を使うかという、ちょっと抽象的になりますよね。 

○山内座長 だけど方向性としては、そっちでやりなさいが正しいんですよ。 

○町田参事官 まず、そもそも論のところでご議論をしていただいたところで、バリュー

フォーマネーというのは一つのクライテリアだと。要するに、これをＰＦＩでやるという

ことを正当化する一つのクライテリアであると、こういうご議論であったかと記憶をして

おります。 

 もしそうであるとすれば、要はクライテリアとしての説明できるものは、当然公共施設

等の管理者等の方にあると。ですから、彼らがそれをきちんと説明する道具として、いか

にきちんとしたものをつくっていくか。そうすると、統一性ということが恐らく必要にな

ってくるんでしょうと。 
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 そのときに、もしそういうことで考えるのであるとすれば、今のご議論もやはりそうい

った観点からの議論というのがきっと必要であるかなと。そうすると小幡先生がおっしゃ

るように、やはりもともと市場化テストでそういうことをやられた所以と、それから、Ｐ

ＦＩでなぜこのクライテリアが必要かという所以がもし違うとすれば、そこはやはり違う

論理というものがあってもいいのかなと。 

 それから、もう一つ、内閣府同士というお話がございましたけれども、私ども、小幡先

生に随分前にご指摘をいただいたところもございますので、そういったことをやっている

ところ同士、少しいろいろと情報交換をやろうというようなことで大体関係者の皆さんご

意見がまとまったところですので、今のお話もそういった枠組み中で少し考えさせていた

だければと思っております。 

○山内座長 基本は、おっしゃるようにクライテリアという面から見ると、統一性だって

言われたって、いかにちゃんと比べているかということで、方向としては、やっぱりそれ

も発生主義みたいなものが正しくてという方向でいって、その中のクライテリアをきちん

としましょうという、そういうところでいいですか。どこまでできるんだろう。 

○町田参事官 どこまでできるのかですね、おっしゃるとおりですね。 

○山内座長 それも個別の案件で外部まで出すときにちゃんと確立させたものからだと、

ＰＦＩ－ＬＣＣがきちんとした基準になっているという問題と、それから多くの案件で、

それも同じぐらいのクライテリアで計算されているんだという、やっぱり両方なんですよ。

後者は前者を含むかもわからない、そういうことですね。その辺はどこまで書けるかです

よね、その話はね、その市場化テストなんかも参考にしながらね。 

○町田参事官 そうですね。 

○山内座長 方向を明確にすると。これ本当にいかがですか。いろいろ議論を出していた

だいて、また今日も議論をすれば、大体方向がまとまりましたねという項目に移行するか

もわからないと思いましたね。 

○髙橋委員 あと大きな課題といいますか、要約しますと２点あるわけなんですが、今回

やったリスク定量化とか、もう一つ、割引率をそれとちょっとリンクした格好で資金コス

トの問題ですですね。これもここでまた議論ができると思うんですね。ここのところをも

っと整理をしないと誤解もあるし。例えば割引率４％とありますけれども、私は個人的に

言えばここで言ったこともないし、それが正しいというわけでも必ずしもなさそうだし、

出ているのでしようがないから使っている人なんかも多いと思いますけれども、まず、そ
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うすると割引率というのは何だと。これは資金コストの、普通の年利率とは違うんですよ

ね。共通の土台の上で比較するためのものですから、時系列的な違いを比較するものなん

です。 

 それに対して、実際に資金コストというのは何も違いが無いと思われるかもしれません

が、業者ごとに違うという可能性もあるわけですね。あるいは事業の信頼性によっても違

いが出てくるかもしれない。構造によってもずれる。そうすると、提案ごとにやっぱり違

ってくる可能性がありますので、そうすると、横に並べて比較するために使う割引率と、

それぞれのプランごとにコストを計算するための年利率、これは明らかに違うわけですよ。

この辺をもうちょっとはっきりと違いを明確にしておかないと、この議論をしたときに混

乱をきたすのかなと。 

 要するに大きく言うとリスクの定量化と割引率の定量化と資金コストをきちんとしてお

かないといけないかなと。 

○山内座長 割引率の方ですね。だから４％という具体的な数字がどうかという面もある

のと、一応前の現状のガイドラインではリスクフリーでやりましょうということで、要す

るにだから比較のためにリスクフリーという一つのクライテリアになるので、それを使い

ましょうという、そこが書いてあるの。 

○髙橋委員 そこだけですね、はっきり書いたのは。 

○山内座長 だけど、その４％になった経緯というのは、国債を例に出してくるんだけれ

ども、というよりも国交省のマニュアルが４％なんだけれども、国交省のマニュアルは平

成11年に計算しているんだよね。もう10年近くなって、あのときに、平成11年のときに、

直近５年だか10年だかの10年物の国債の平均が４％に近かったので４％にしたというわけ

だから。 

 ちょっと数字が出てこないんだけれども、もう一つ理由があって、あれは戦後の約定金

利の実質というのを見ると、どの５年10年をとっても大体４％で割ってあるんです。これ

はいろんなところで計算してみたけれども、大体３％の後半から４％で計算、実質でね。

そういうものがあったので、それはちょっと抜きにしても、国債でやったんですけれども、

あれは平成11年だから、国交省マニュアルが４％と書いたものを４％使っちゃったという

ことで。 

 １つはだからこのリスクフリーといったときに、じゃ、例えば今年やるやつは直近５年

間の10年物の国債の平均をとりましょうとか、そういうコメンタール的にそうするのか。
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そうすると毎年変わっちゃうから、変な話じゃないかなという気もするんだけれども。 

○髙橋委員 これは、例えばマーケットで物を評価する場合に、過去のことというよりも

今足元の金利の見方、これが一番重要になってくるので、将来上がるか下がるか、なかな

かわからないわけですね、確かに。しかし、先ほど戦後を通してみれば平均的にもそうだ

ということですけれども、今みたいにゼロ金利が長い間続きますと、全然変わっちゃうわ

けです。 

 だけど、過去がどうであったかというよりも、それは過去を前提とはするんだけれども、

将来10年、20年、30年までいうと、同じじゃないんです。期間が５年の事業と30年の事業

では割引率の取り方だって当然変わってきます。だから、推奨すべきレートというのは、

本来どこかが公的なところにいくと。そうすると、これ以下になっちゃうかどうかわかり

ませんが、計算上はそういう割引率を使って比較をした方がいいのではないかということ

があり得るんですね。 

 だから、実を言うと私もそれ以上は言わなかったんです。結局それを詰めていきますと、

じゃ、誰が決めるんですかとか、どのように決めるんですかという議論になってしまうん

だけれども、突き詰めればそういうことであろうと。 

○山内座長 もう一つは、議論のための議論は余り言わなくてもいいんだけれども、我々

の、経済学者というのかエコノミストからいうと、社会的割引率とこの割引率は意味合い

が全然違うんですよね。社会的割引率というのは、本当はリスクフリーで取っていいとい

うものじゃないんですよね。だけどしようがないから、それしかないからリスクフリーで

取っているだけで、だからちょっとあの４％をここへ持ってくるという議論は本当はおか

しいんです。 

 それはそれとして、おっしゃったような形で、やっぱり我々として結論を出さなきゃい

けないと思うんですよね、割引率は。金利はね、やっぱり１つでもある意味では足元の金

利というのは将来を全部見ているというので、要するに確認情報というのでそういうふう

にも言えるわけだから、それを使うという考え方もあるけれども、ただ、今年やるプロジ

ェクトとどんどんこれはまた変わっていくとか、いろいろそういう問題はありますよね、

実務的に。 

○髙橋委員 だから、今みたいに狭く考えてみれば、Ａ事業に対して、Ｘ、Ｙ、Ｚとかい

う提案があったと。そのＸがＰＳＣですということでいえば、事業は１つなんです。 

○山内座長 そうです、そのとおりですよ。 
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○髙橋委員 そういうふうに割り切って計算しなさいよということが１つはここなんです。

ただ、その場合に、じゃそれだって実は前が重たいか後ろが重たいかによって、割引率の

設定の仕方で有利不利が出てきてしまうのですよ。だから、そういうことがあるので、よ

り公正な利率をどういうふうに設定するかということも重要になってきてしまうんですね。 

○光多専門委員 イギリスのＶＦＭのプレゼントバリューというのは、今お見せした形で、

それは社会的割引率と時間選好に分けて分析していますよね。 

○山内座長 それから書くものなんですよ。 

○光多専門委員 その3.5のうちのこれが社会的割引率で、これが時間選好割引だという

形で、それを分解していますよね。 

○山内座長 だから我々もそういうことをここでやった方がいいのかもわからない。ただ、

今のここでの合意は、前に書いたときには、髙橋さんの方だと思うんですけれども、これ

はスタートラインを一緒にするための割引率であるということで、おっしゃったように社

会的選好率とそれから割引率を分けてここで議論をしなかったという、議論がね。 

○光多専門委員 あれはもう何か４という数字が横にあったものだから。 

○山内座長 そこまで我々が合意すれば、それはそれでもいいと思うんです。 

○美原専門委員 もう選択肢は書けるかもしれませんね。いろんなことがありますねとい

う考えは。今までの概論をベースにして、こういう考え方もある、こういう考え方もある

し、必ずしも固定する必要はないと思いますけれども。 

○山内座長 固定するという考え方もある。 

○髙橋委員 固定するということじゃなくて、考え方をほぼある程度詰めていけば大半は

もう決まる。だから具体的に何％とするかといったところには、やっぱり要素の違いもあ

るし、考え方も違うと。とりあえず今の段階で言えるのは、考え方はこうですよと。あく

までも比較のためにですよと。Ａ、Ｂ、Ｃというものがあったときに、違いが算定できる

ようなことを考えなきゃいけませんねと。そうすると、唯一これが正当ですという根拠が

あれば、これを使いなさいと言って突き放しちゃうのか、あるいは、こちらはある程度こ

ういう考え方だから、今はこういうものがいいんじゃないですかというか、どっちかの選

択だと思うんです。 

○山内座長 さっき町田さんが言ったやっぱりクライテリアとしてつくるときに、一定の

基準をつくっておいて、まさにこの案件は、将来は低利だからこうしろとか、そういうこ

とを防ぐためにこの後これでするという可能性ありますよね。 
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○髙橋委員 結論じゃないですけれども、少なくとも割引率について、そこのことをきち

んと説明しておかないと、前回、実はガイドラインをつくったときに、そこを飛ばしちゃ

っているわけですよね、はっきり言えば。 

○美原専門委員 それは資本コストの考え方に似たような考えになりますね。確かにご指

摘のとおり、これは何か考えた方がいいですね。 

○山内座長 余り難しいことをガイドラインに書くと、汎用もとだから。だから解説本が

あって、そっちでこれを解説するとか、そういう考え方もあると思うんですね。 

○光多専門委員 これは今回あれですか、前は僕はこれはバリューフォーマネーのガイド

ラインだったと思うんですよ。だから一応方向性を示すという形のなので、ある面でいく

とチャーター的なところがあったんですよね。今回は何を目指すのか。やっぱりガイドラ

インの改定を目指すのか。 

○山内座長 さっき私が申し上げたように、ガイドラインで書くべきところもあるし、書

かなくてもよくて、解説本に落としてもいいようなところと、両方、今は入っているんで

す。 

○光多専門委員 そうなんですよね。だからガイドラインの改定を目指すのか、あくまで

ガイドラインという形で基本的な考え方を示すのか、それとも、わかりやすく言えばバリ

ューフォーマネーの計算の仕方というか、そういう。 

○山内座長 そういうのね、マニュアルだね。 

○光多専門委員 ええ、マニュアルね。我々としてどっちをやるのか。今、だから世の中

が求めているのは何かというと、多分一緒なんでしょうけれども、基本的な考え方はやっ

ぱりあったとしても、多分アンケート等で見ても、それだけは世の中満足してくれなくて、

やっぱり具体的な計算の仕方で、そうすると何かやっぱり、我々のゴールは何をやるかと

いう話ですけれども、例えばＰＳＣがあって、ＬＣＣがあって、両方をどういう形で比較

するのか。その中に、例えばここに書いてありますけれども、一番重要なのがＩＲＲです

よね。そのＩＲＲに結びつくところがリスクの分担ですよね。それから事業の性格、そう

いう形でＩＲＲになってきて、だから例えば実際にバリューフォーマネー高い低いとよく

よく見ると、結局ＩＲＲをどうするかという話で大体計算は自ずとできてきちゃうわけで

すよ。例えばＩＲＲを10にしちゃうと、これはもうバリューフォーマネーというのはなか

なか出にくいし、もう本当にこれはリスクがないので３か４だという話になるとクレーム

が出ると。そういう形でＰＳＣとＬＣＣを比較するときの確たる何か。リスクとかＩＲＲ、
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そういう形でこれは本当に実際の計算の仕方というのを、そこまで求められている面もあ

るんですよね。 

○山内座長 さっきの発生主義もそうだけど、やっぱり原理原則もこれだったらやっぱり

ちゃんと書かなきゃいけないんですよね。それが完璧にできるかというと、そうじゃない

ので、その辺で悪役といっちゃ何だけれども原理にそぐわないマニュアル的なものを一緒

にするものか、別にするのかあれですけれども。 

○光多専門委員 原理原則はちゃんと高らかにうたって、やっぱり前のガイドラインも時

点修正しなきゃいけないし、その中でいくと、さっきの議論に発生主義ということをどう

位置づけるかとかもちゃんと、私みたいに発生主義でしかやってきたことがない人間です

と、もうキャッシュの世界というのはないんですから私なんかは、何を比較するにしても、

やっぱり全部物事は何がそこで発生しているかという形で比較するという中で生きてきた

人間からすると、そこわからないから。要するにそういうところでいくと、どこまででき

るかというのは別ですけれども、これは私はガイドラインを示しても、個々の実際の行政

の方の意欲または能力等に応じて、その適用の仕方は違ってくると思うので、我々はやっ

ぱり原則論を示して、ただ、その原則論に加えて、どの程度実務の計算の仕方というやさ

しいやつを書くのかどうかという話ですね。我々としてね。 

 これは町田さんもだから、ただ、さっき山内先生がおっしゃったように、ある程度ター

ゲットがあるわけだし、時間との関係でいってもどの辺を適用するかというのを決めてお

かないと。 

○町田参事官 時間との関係ということであれば、３月末までで一応一区切りということ

ですので、そこまででまず１回まとめてみるということではないかなというふうに、事務

局としては考えておりましたですけれども。 

 もちろんその後も引き続いてということは当然あり得るわけですけれども、光多先生が

冒頭おっしゃったとおり、やはりＰＦＩは判例主義の国で生まれたものですから、できる

ことから次から出していくという考え方なのかなと。 

○光多専門委員 そうすると、やっぱりガイドラインの見直しというのは最低そこまでや

って、それから実際の計算の仕方というところまで行かないとしても、計算の仕方に関す

る幾つかのファクターについて、こういうふうに考えるんだという話で。それで、それを

実際にじゃどうやって計算するのかという全体像は、もう少し時間をという話でないと、

ちょっとあと２カ月しかないわけですね。 
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○山内座長 だからマニュアルまで行くというのはちょっと無理なんですね。 

○光多専門委員 そういう点と、この課題についてということで、ここに幾つかに分けて

ある形で、とりあえずガイドライン項目と書いてあるので、ガイドラインの見直しとして、

これについてどう考えるかという話をまず詰めていくという形でしょうね。 

○山内座長 そうですね。おっしゃるとおりですね。さっきの一番難しいのは割引率なん

だろうね。今お話が出てきて、大分問題はだんだん整理されてきたと思うんですけれども、

ある程度議論して、事務局の方にちょっと引き取ってもらって、それでどういうふうに書

いていくかということを具体的に提示してもらって議論していくというやり方があると思

うんです。 

ただ、そんなに回数ないですから、こうやって集まるだけじゃなくて、いろいろメール

等でやりとしりながら修正していくものもあると思うんですけれども。 

○光多専門委員 実際の行政でいくと、皆さん頭としては２ぐらいでやりたいんですよ。

さっきの時間選好社会分を足してもね、何か内閣府のは４と書いてあるので、それで何か

こう４になったり、例えば４と２と２つ計算したり、現場はちょっとそういう形でいくと

やや混乱しているのが実態だったんですね。あるいは、そうなったら、またインフレ率と

時間選好に分けたりね。 

○山内座長 そうですね。どうしますか。まさに今、個別問題といえば、割引率の話は。 

○髙橋委員 ちょっと別のテーマになっちゃうんですが似たようなケースで、これも指摘

で、資金コストの方のあれで計算するときに、計算上はみんな同じレートで考えるという

考え方があるんですが、意見として、何回か出ていたのは、事業のあり方とか、事業者に

よって違うんじゃないかと。そういう意見もあるわけなんですよね。これは全く別の要素

であるんだけれども、同じ率ということである。そうすると、それは統一的な率を使いな

さいということにするのか、個別に適宜違うんだから、別々に実現可能な、提案者ごとに

可能だと思うものでやりなさいというのか。その辺のところも裏腹な問題としてはっきり

しておかないと混同するのではないかと。どうですかね。今つくるという考え方は早いと

思うんですよ。 

○山内座長 今のはＰＦＩ－ＬＣＣを計るときにあれですか。 

○髙橋委員 つまり今よくあるのは、公共が国債ベースで調達をするのか、地方債で、今

レーティングが今度変わってくるわけですね。そうすると各自治体ごとに調達コストが変

わってくるということなのでね。ＰＳＣの方で資金調達のコストも考えれば、そういう違
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いもあり得るんではないかなと。 

 一方、ＰＦＩ－ＬＣＣの方でも自分で調達をすると事業者が考えたときに、それぞれ違

うわけですね。それはその人の能力もあるし、事業の性格、構造によっても変わってくる

わけで、これはもう恐らく他県で同じと言われるか、違ってくるのかわかりませんが、当

然個別には違ってくる可能性が高いわけですね。 

○山内座長 確かにそれはあると思うんですけれども、想定するしかないんですよね、だ

けど。ＬＣＣで計算をする際には、シナリオでやるしかないですよね。どうですか。 

○松本専門委員 髙橋先生おっしゃるとおり、案件の難しさというんですかね、それが概

念的にあると思います。その案件によって、リスクプレミアム的なものは個別に設定せざ

るを得ない。それとリスクフリーレートと言いますか、ベースレートと言いますか、それ

との合計ということになるのかなと。 

○山内座長 そうすると、それは例えばガイドライン的には、案件の性格によって、ＬＣ

Ｃの想定するときのプレミアム部分を説明できるようにしなさいとか、そういうやり方で

すか。 

○髙橋委員 ある意味では結論が出ないようなあいまいなことですが、一番どうしようか

ということを考えるべき要素はちゃんと書いておくということ。 

○前田委員 ということは、そうすると事業者ごとに違ってくるところを統一レートでい

いよとおっしゃって……。 

○髙橋委員 いやいや、それをどっちにするかということを指示してやらないとわからな

いかもしれないし、単年度最初の初期の段階であれば、あくまでも公的機関側が考えてい

るだけですから、いろいろ想定はできないでしょうね。ただ、だんだん迫ってくると、や

り方によっては違いが出てくるから可能性も出てくる。 

○美原専門委員 基本的には、やっぱり市場でコンサルタントを使ってやっていればでき

るんでは。通常我々は過去の経験や実績から、分野・案件毎にあうんの呼吸で大体デット

エクイティーはこの位とか、レンダーはこの位を考える、じゃ我々はどのくらいのコスト

で資金調達ができるのかというのを評価している。 

 多分コンサルタントもマーケットを見るとできるはずなんですよ。我々だってできるん

だから。それを公共と話をしながらやっていくんでしょうね、多分。 

○前田委員 僕は勘違いして、審査のときのことをずっと思っちゃったから、だから別に

ＶＦＭのときは想定でいいと。 
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○美原専門委員 法的説明ができれば。 

○前田委員 できます。それはできます。 

○山内座長 ただ、最近あれですよ。実際案件を見ると、昔想定したものと違う、そのデ

ッドエクイティーとか、いろんなことで複雑になってきているから、単純な話じゃないな

とは思いますけれども、でも想定するしかない。 

○前田委員 ないですよね。 

○髙橋委員 そこのところはあれですかね。事業所ごとのというのは実際に選んでみない

とわからないわけですから、ただエクイティーをどのぐらいつぎ込むかとかいうことによ

っては、企業体の信用度も変わってきますから、ちゃんと違いがあるのであれば説明がで

きるような根拠を示しなさいということになろうかと思うんですよね。 

○光多専門委員 このＰＳＣの計算を誰がやるかというのが実は非常に現場では難しい話

で、実際にこれをもし公共がやったとすれば、やる人がいるわけですよね。本当にそこの

ところの考え方が入ってやっているのか、それとも単に企画セクションあたりが想定とし

てやっているのか。 

 本来、私は常々申し上げているんですけれども、バリューフォーマネーのＰＳＣについ

て、実際に行政がやっているその担当の方々は、市場化テストもなんですけれども、もし

自分たちがよりよくやれるということであれば、そこのところはやっぱり意見を言ってい

ただきたい、そういう点でいくと思うんですね。バリューフォーマネーというのはＰＳＣ

をどの時点で計算するのか。何かどうも今までは過去の10年間ぐらいの平均を出している

んですけれども、比較としては、これから行政がやった方がいいのか、民間がやった方が

いいのかという計算ですから、現在どちらとも両方ベストを尽くしてやって、その中でど

ちらがいいかというのを考えるべきであって、行政の方は過去10年間の平均をとるという

のは、これはアンフェアですよね。 

 だから、誰がやるかというのと、どの時点でやるかというのは、やっぱり非常に重要な

話でね。 

○前田委員 ＰＳＣで出すときに先生おっしゃったように、要求水準書のレベルと今まで

の仕様のレベルが違っているから、値段が間違っているんですよね、ＰＳＣの方は。だか

らそういうふうに先生おっしゃったように、今後この要求水準のレベルでやった場合の公

共側のコストというふうに書いておかないとまずいかもわからない。 

○光多専門委員 性格上これはＰＦＩの方でやった方がいいなという話はそれは別として、
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両方やれる場合には、行政の方だって、例えば市が発注して電子入札とかいろんな形で自

分たちの本当のノウハウを持ってやれることもあるわけですから、そういう形で十分また

ちゃんと比較しないと、本当のバリューフォーマネーというのは出ない。 

 最後の方に残るのはやっぱりリスクですよね。リスクだけはやっぱりなかなか最後まで

定量化できないから、そこのところは残すかもしれないけれども、ある程度のところまで

はやっぱりちゃんと両方できちんとしないと。 

 だから今まで過去10年間ぐらいの平均でＰＳＣをとっているから、バリューフォーマネ

ーでやっているのは、還元すれば行政の方が効率が悪いということですね。行政の方は全

然それを悔しがらないのは、10年間ぐらいで比較されているから、全然そのあれまで効率

が悪いと認めたわけじゃないということですから。 

○山内座長 リスクの定量化のところは余り議論していないというか……。 

○前田委員 僕は全然知らないんだけれども、イギリスですぐわかっちゃうのは、建設の

ところでコストオーバーランがすごく出ますでしょう。だからリスク移転でリスクの定量

化ってすぐわかるんですけれども、建設以外のところでリスクの定量化をやって、要する

にリスク移転でどうのこうのというのは……。 

○美原専門委員 余り見ないですよ、僕は、見たことない。 

○前田委員 でしょう。ほとんど僕は考えられないんですよ。 

○美原専門委員 それはやっぱり投資活動だからものすごく大きいからですよ。運営コス

トの合理化はどのくらいかと聞いてこないと。 

○前田委員 日本で、イギリスの前提で建設コストが安くなるよと言っているけれども、

恐らく日本の場合、むしろそれが仮にあるとしたら、土屋さんを前にして悪いですけれど

も、談合の問題で、それ以外は僕ちょっと考えられないので、日本の場合ですとね。コス

トオーバーランとかタイムオーバーランは出ないでしょう。 

○光多専門委員 出ないです。日本の行政はなかなかレベルが高いんです。 

○前田委員 だから、ここのところは議論をしにくいような。その問題とＶＦＭとの問題

とが連動しているから、えらいやややこしい議論なようなことをいう気がするんです。東

京都の多摩のときに、直近にやった病院ですごくたたいてやったものだから、建設コスト

が落ちないんですよ。だからＶＦＭを出すのにすごい苦労したんです。 

○髙橋委員 それは前にも書いたんですけれども、現物価格、バリューフォーマネーの源

泉がだんだんマーケットに収斂してくると。 
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○前田委員 ないんですよ。 

○髙橋委員 そういうことだよね。ただ、ちょっと話の前提、今、リスクをやりましたか

らね、リスクは大きなことなんですが、僕はずっとリスクを見ていたときに、リスクを議

論する場合に、リスクをきちんと定義していないと神学論争にすらならない。どういうこ

とかというと、リスクは一般的には損失がどれだけ大きいとか小さいとかと考えられがち

なんですけれども、一方、ばらつきですね、要するに正規分布するとか、他の分布がある

とか、統計的にですね、それがリスクなんだという考え方も当然あるわけですね。そこの

ところを、リスクとは一体何だという定義をきちんとしておかないと、少なくとも議論に

ならないし、ましてや統計的にある程度数字で近似的にできるとしたとしても、全然比較

の意味がなくなってしまうわけですね。まず、入るときにどこからということで議論をし

なくてはいけないのかなと。 

○光多専門委員 星取り表ではリスクを定量化できないですよ。両方とも丸がついていた

りね。 

○山内座長 ある意味じゃ、今のガイドラインというのは全く事業がないときに書いたわ

けだから、リスクのところ結構あるわけですよ、16ページから17ページまでね。それで、

これは正しいんだけれども、逆にこれを本当にできるかと言われると難しいねというよう

なあたりで、もうちょっと大きく……。 

○髙橋委員 ただ、考え方はこれでいけますけれども、多少補足するかもしれませんね、

原則論を。だけど、具体的なところは何にも書いていないわけです。例えばこの中でコス

トオーバーラン、タイムオーバーランと書いてあれば、これを補足するものを別に持って

きて、ここで説明してやらなきゃいかん。 

 前から私は申し上げているのは、例えば人工衛星ですね。人工衛星の問題になったわけ

です。予算を無駄にしたんだと。でも、あれは当然落っこちる可能性というのはあるわけ

ですね。予算の方ではそんなことを全然考えていないわけで、日本の予算制度は将来の確

率については一切計上しませんから、だけど現実には起こったわけです。それから、予算

に計上しなくてもいいけれども認識は必要だから、その認識ができるのであれば、計算上

適切な調整なら計算には入れられるんです。 

 だから、そういうふうに物によってやっぱり違うところがありますので、その個別のと

ころをもう少し具体的に切り分けて、解説できるところはする。できないところは原則論

をさらにちょっと詰めてという方向でやって、それはデータが積み上がれば、自分のとこ
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ろのデータベースの中か、全体のデータベースからかわかりませんから、そこから引っ張

ってくるということをやれば、可能性はあると。 

○美原専門委員 理論的にそうなんでしょうね。フランスのケースなどは、本当かなと思

ったんですけれども、プロバビリティーを計算して、ちゃんと計算式まで書いてあります

よ。もう完全に定量化ですよね。本当かなと。多分データベースがあるんでしょう、何ら

かの根拠が。 

○前田委員 保険会社のエンジニアリング部門も持っているんですよ。持っているんだけ

れども、それがどの程度の意味なのかがよくわからない。 

○美原専門委員 でも、それなりに説明を受けると、そうかなという気がしないでもない

し。 

○前田委員 病院なんかはあるんですか。 

○美原専門委員 それでもう明確に定量化して、こんなものなんだと掛け算するんですよ

ね。 

○前田委員 もう保険が一番近いでしょう、この問題って。 

○髙橋委員 その意味ではね、今計算するものとは別に、保険商品として現実にある分は

保険料、あれを計算の中に入れてもいいよという考えがある。ただ、これは範囲が極めて

狭いんです。 

○前田委員 それはやっているんだけれども、全部はカバーできないんですよ。 

○髙橋委員 全然できない。特に信用に関するリスクについては、ほとんど皆無。 

○前田委員 それは無理ですよ。 

○山内座長 だから逆に言うと、要するに代替法みたいなものですよね。だから保険料を

持ってきてリスクを定量化しましたと。その位置付けと限界をやっぱりちょっと書いてお

いた方がいいかもわからないですよね。 

○光多専門委員 さっき町田さんがおっしゃったことと関係するんですけれども、そもそ

もＶＦＭというのは何だと。やはりそれは行政がやるのかＰＦＩでやるのかという一つの

判断材料ですけれども、バリューフォーマネーによって判断するというのは、これはそう

だと思うんですけれども、じゃバリューフォーマネーの計算で判断するということには必

ずしもならない。 

 要するにバリューフォーマネーの計算が本当にそこを限りなく正解に近いところまで計

算できるかというと、ＶＦＭというのはＶＦＭの計算以外のファクターもあるので、私は
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バリューフォーマネーによって判断するんだけれども、それはＶＦＭの計算、我々今どの

程度まで本当の真実まで近づこうかとしているわけですけれども、それをやっぱり含めて、

全体としてＶＦＭを総合的に判断するんですよね。 

 だから、あくまでＶＦＭの計算というのは、それを数値化して、ある程度近づいて、そ

れを参考資料として、先ほどの何が最も納税者にとって効率的な使い方かということを最

終的に判断していくんですよね。 

 だから、バリューフォーマネーというのはＶＦＭの事業の判断の基本的な先ほどのクラ

イテリアですけれども、ただバリューフォーマネーの計算がイコールＶＦＭクライテリア

にはならないということ。議論を混乱させるかもしれないですけれども。 

○前田委員 いや、おっしゃっていることはよくわかるんですよ。 

○髙橋委員 おっしゃっていることと似たようなことなんですが、先ほどリストを挙げて

とありますけれども、もう一つ質的要素というのがあって、要するにレベルを上げればど

うなるかと、こういう理論の指摘もあるわけですね。そうすると、バリューフォーマネー

というのは具体的にどうするか。これは実はコンペティティブダイアログなんかともリン

クするんですが、だんだん詰めていくというプロセスの中で、私個人的に位置づけていま

すのは、バリューフォーマネーの計算があります。計算というのは、やる人と前提条件に

よっていろんな数字が出てきちゃう可能性があるわけですね。 

 その次には算定と、個別の具体的なプランが固まってきたら、ある程度統一的にという

んですか共通の認識としてのバリューフォーマネーというのがだんだん絞られていくわけ

だから、話になるわけで、そういうふうになる。それは算定と同じ。計算を算定と見れば

同じですが、より詰まったという意味で算定という言葉を使ってみた。 

 その次に、バリューフォーマネーがあると。したがって、これはＰＦＩで取り上げてす

るべきだとかいう結論を出すときには、まさにバリューフォーマネーを肯定的に皆さんが

認定する。これは計算の中身というよりもバリューフォーマネーがあるという結論を得る

という意味で、それは単に算定じゃなくて、私は個人的にはバリューフォーマネーの検定

だと言っているんですよね。要するにバリューフォーマネーがありますよと。それが統一

的なコンセンサスで何％ぐらいありますよと。だからＰＦＩでやると、そういうことだと

いうことなのかと思うんです。 

 あと、もう一つ言葉として出てきますのは、バリューフォーマネーの検証という概念。

そういう想定でやった事業が、これはもう事後的なチェックですけれども、実際にあった
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かどうか、それも検証していく。そういう言葉で、私は意味と言葉の定義を使い分けてい

るつもりなんですけれどもね。 

○光多専門委員 そこをちゃんと明確にしておかないと、今は何かその辺は少しあいまい

になっている面があってね。何かバリューフォーマネーが出ないと、何としても出せとか

ですね、そういう非常に混乱している状況もありますので。 

○髙橋委員 追加的に、今の質的な問題で、なかなかいわゆる定性的要素を比較するとい

うのは難しいんだろうと。当然そうなんだけれども、しかし、比較をしなければ結論を得

られない。 

 さっきのアフォーダビリティとの関係もあるんですが、どれだけいいものにするか。限

界もある程度チェックもしないといけない。そういうふうに考えたら、あくまでも一つの

便宜的な方法でございますけれども、例えばＡという事業でＸ、Ｙ、Ｚがあった。中身は

多少変わっている。質的レベルも変わっているというと、でこぼこが出てくるわけですね。

そういったときに、あるサービス要素、よりよいというものに、同じにしようとするとＸ

の方はそいつがある。Ｙの方はないと。だからＸと同じ要素を入れたら、プラスアルファ

で同じコストを足すと。そういう計算方法も一つ便宜的にはあるのかなと。 

 ただ、Ｙという方も本当にやったらそうなるとは限らないですよ、現実に違うわけです

から。だから、そういう違うものを比較するときに、数字そのものを定量的に計算するか

どうかは別にして、比較するための方法として置きかえ法といいますか、私はそういう方

法もあるのかなというふうには考えています。 

 そういうふうに考えますと、先ほど光多先生がおっしゃったように、バリューフォーマ

ネーを便宜的に計算するのは正しいものではないというご指摘になっちゃうわけですけれ

ども、そういう部分を踏まえた上で最終的にバリューフォーマネーがあるというふうに結

論を得なければならないということになるんだと思うんですけれども。 

○前田委員 何かイギリスのケースでね、結論の出し方のところで金銭評価ですとリスク

移転で定量化して、すぐ金額が出ますよね。昔々おっしゃっておられたことと同じですけ

れども、設計施工一体で発注するから請求のレベルが上がるよねというのと、ライフサイ

クルで時間にもコストにも頭に積むので、だから建物の建設のレベルも上がるよねと、こ

んな話でしたよね、確か。そのデザインのレベルが上がる、設計のレベルが上がるという

のと、施工のレベルが上がるというのは、これは定性評価ですよね。数値のところで、掛

けていないというか、出ないときに、抽象的な設計のレベルと建築の施工のレベルで上が
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るから、やってみて捨てるケースって、そうされているんですかね。いや、僕は自分が発

注者になったときに、おい、ちょっとそれは頭のところでなかなか言いづらいぜと思うん

だけれども。 

○美原専門委員 逆転してというのはわからないけれども、評価していることは間違いな

いです。 

○前田委員 評価していると思うんですよ。 

○山内座長 それはもう絶対評価している。だけど、それは数字に出てこないから、どう

使うかと言われたら自分の中でもわからない。 

○前田委員 わからない。わからない。だから事業評価のときはできるように見えるんで

すよ。 

○髙橋委員 評価はするけれども、でも結論がだめねという、成り立たないわけですよね。 

○前田委員 僕が発注者の立場で担当者であれば、一応数字は出してくれよと。大体いろ

いろ問題が他にあったとしても、恐らく、もっと設計の中に入ってくるわけだから、特に

きっとイギリスなんかは設計変更ってすごいクレームが来て、ほぼコストオーバーランに

なりますでしょう。そこのリスクをある程度向こうに転嫁できますよね。だから僕は絶対

設計レベルは高いと思うし、維持管理のコストも将来のことを考えると、多分つくと思う

んですけれども。 

○美原専門委員 英国の制度では、アフォーダビリティ・ディスクロージャーといって、

直接的ではなく、例えば設計概念図を提示したり、ある程度の公的部門の予算のこころづ

もりをあうんの呼吸で、開示する慣行があります。大体これは高い、予算はもっと低いと

いうのをやんわりと言うってわけで、期待する予算、仕様とバリューフォーマネーのバラ

ンスを図利、公的主体の意図をコミュニケートする分けです。予算を管理しつつ、質の相

場観がこれで構成されるのでしょう。いいデザインだけれども、予算に入らず、期待から

ぶれVFMがでない場合には、やっぱりイギリスなりのあうんの呼吸での対話があるんです

─日本でもあるんでしょうけれども─あるんですよ、それは。 

○前田委員 数字の帳じりを合わせているんですよね。 

○美原専門委員 それはそこで数字の調整ですよ、まさに。要は極めてソフトな形で交渉

しているようなものですから。 

○髙橋委員 そこのところを、ともかく違いがあるよというような指摘はいいですよね。

その次に、どういう対応をするんだというところでのまず原理原則論と具体的論とを分け
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て、そこをどこまで書けるかということですね。 

○前田委員 今回は、担当者がこれを見たときに方向がわかるということだから、今、僕

が申し上げたような問題に直面している地方自治体の担当者を救ってやらんといかんから、

難しいよ。至難のわざなんだけれども、僕は結構頭のところでやった方が日本の場合いい

かもわかりませんよと言っているのはそこなんですよ。入札手続の中で、それはちょっと

言えないことでしょう。 

○美原専門委員 確かに、頭だったら大丈夫だ。 

○前田委員 頭だったら、これぐらいのことですよと。それはインジケーションの出し方

っていろいろあって、宮本先生が委員長をなさったノースプラザって、大宮と浦和とが合

併したときに、昔の大宮市の部分に公民館のでかいやつをつくるわけだけれども、他と大

体同じような予算でつくるよって、わかるじゃないですか大体こうなっているんだから。

そういうふうな出し方って、僕あのときはそんなこと考えていませんでしたけれども、何

かやらないと、そこにどう知恵を出していくのかということを、やっぱりもう一つ早い段

階でやると。それで認識のずれのところを金額的にもレベル的にも詰めておかないと、今

のままだと、土屋さんがどういう対応していいのかよくわからんと。落札したら、いっき

にタマを集めて、何かがめついことを言われて困ると。こういう問題が起きないように。 

○髙橋委員 それはあれですよ、縦軸と横軸で考えると、コストは縦に入って、頭を打っ

て、その中ではいいものをつくる競争だよと。一方、質を決めて、つまり中で企画を決め

ちゃって、だから安い方が勝ちよと。そこの極端なところはわかるんだけれども、その組

み合わせのところがわからないな。 

○前田委員 今大体はややこしい案件というのが、もうコスト競争にはしないでおこうよ

と、ややこしくなり過ぎるからと。 

○山内座長 だんだんはっきりしてきたんですね。 

○前田委員 だからそういうふうにはしているんですよ。でないと合わなくて。 

○山内座長 例えば市長さんとか首長さんとかの議会席へ、こっちを向いているから、も

うこれはコスト競争じゃなくてクオリティーでいこうとか、何かそういう感じになってき

ていますよね。 

○髙橋委員 ただ、クオリティーでいっちゃうと、談合じゃないですけれども、お話し合

いでよくわからないというような部分って残ってしまう可能性があるということでしょう。 

○前田委員 そうそう、そこはそこで別の問題としてややこしい問題が起こります。 
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○髙橋委員 ずっと抽象的だけれども、金額じゃないけれども、得点制にして、５段階に

するとか。すると、どういう項目の切り方だとか、得点の与え方とか、倍率をどうやって

換算するか、そういう考え方が出てくるわけですね。 

○前田委員 何を基準にして選ぶかというメッセージが最初のところに出てこないと意味

ないんですよ。これは安全性であるとか、こういう利便性だよとか、これは動線だよとか、

そういうことがちゃんと初めに出されていけば。 

○髙橋委員 そうですね。だからＰＦＩ以前の問題として、この設備なり事業が必要とい

うことですよね。 

○前田委員 発注者が何を欲しいと思っているかを。 

○山内座長 逆にでも大体のケースは実施方針を出すまでにまだまだぐちゃぐちゃやって

いて、わけのわからないうちにもう何か総花的な実施方針を出すものだから。 

○前田委員 申しわけございません。アドバイザーのノリが悪いもので、そこまでできな

いから。ここをどういう書き方かという問題はあるんだけれども、もう少しサジェスチョ

ンしないとつらいですよね。 

○美原専門委員 ええ、そうですね。わかりやすいようにした方がいいな。 

○山内座長 ただ、やっぱりあれだと思うんですよ。この会議のこのレベルで話している

別紙というのは、どっちかというとやっぱり原理原則論の方に重きがあるわけだから、そ

れよりももうちょっと形而下の問題は少し提案型で何か考えていただいていいですか。 

○前田委員 何かあれなんですよね。形而上の崇高なところをまず書いて、ここでやって

いるやや形而下な部分は脚注にするとか、何かもうちょっとまとまったところは別に別紙

でやればいいんですよね。何か残したいですよね。 

○美原専門委員 ええ、それは何か入れた方がいいと思います。 

○町田参事官 それでは、つたないたたき台みたいなものを次回までにちょっとつくって

みて、ただ、そのときに、すべてのポイントについてというのはなかなか難しいので、や

やある程度一定のところにフォーカスを当てていただく必要があるんじゃないでしょうか。 

○山内座長 別紙の細かいところは、やっぱりここの委員もそうだけれども、場合によっ

ては神奈川とか仙台とかにちょっと意見を聞いて、何か抜けないところなんか、そういう

話の方が、実際にやっている人の方がそういうのいっぱい持っているかもしれない。 

○前田委員 そうですよね。脚注とかいうことであれば、例えばこういう考え方もあると

いうことで逃げられますものね。 
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○町田参事官 いや、もちろんそちらもそういうことなんですけれども、項目自体もある

程度やはり少しずつということでいきたいんですが。 

○前田委員 でもガイドラインを改定するのはすごく重要ですよね。 

○山内座長 それはもう絶対そうです。 

○前田委員 他のガイドラインは改定やっていないです。これからやっていけば、将来先

はクローズして。 

○髙橋委員 どういう格好で提示するかですけれども、多分読む人は、前のガイドライン

がありますので、項目を別に掲げちゃうとリンクしないですよね。一番典型的なのは、よ

く法律で改正案がでるときに、複数出るでしょう、最初とでき上がりと対比したもの。あ

と、さらには解説みたいなものという形で。大きくいえばそういうことになるのかなと。

最終案はともかくとして、もともとあるやつを多分赤字で修正する部分を持ってきて、そ

こをどう対応するかばかりになる。大体原理原則ですかね。その次に、プラスで脚注なり、

別紙なり、さらに詳しい説明をこういうふうにつけたら、そういう格好でいくのが一番作

業もやりやすいし、見やすいんじゃないかなと。その辺どうでしょうね。私はそれの方が

早いかなと。 

○山内座長 だんだんでき上がりの形が見えてきてるような。 

○前田委員 問題が違っている。 

○山内座長 問題が違う。他にいかがですか。まさに今、こういうものを見なくてもわか

っている。たたき台を出すことにさせていただきましたところだけは。 

 それで次回の日程を─光多さん帰っちゃった。先にやった方がよかったね─相談し

ましょうということなんですけれども、案が３つあって、３月９日の14時、それから６日

の13時、２日の12時ってだんだん早くなっていますけれども、それのご予定を皆さんに伺

いたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○小幡専門委員 ９日だけだめです。 

○山内座長 ９日はバツ。 

○小幡専門委員 私は。でも、他の皆さんがよろしいのなら構いません。 

○山内座長 ３月９日がアウト。手前からいくと、というか第１候補は９日なんです。 

○前田委員 ９日って第２週ですよね。 

○山内座長 第２週。 

○美原専門委員 何時でしたっけ。 
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○山内座長 これは14時以降。 

○前田委員 僕はきっといつでもいいと思いますよ。よくわからないですけれども。 

○美原専門委員 大丈夫ですよ。 

○山内座長 大丈夫。 

○小幡専門委員 遅目だったら、ひょっとしたら大丈夫かもしれないから、皆さん大丈夫

だったら入れておいてください。 

○山内座長 16時ぐらいで。 

○小幡専門委員 大丈夫。 

○山内座長 15時は。 

○小幡専門委員 遅れて来れるかもしれません。 

○山内座長 15時ぐらいでいいですか。９日15時から。 

○前田委員 そうすると、あと１回しかないんですか。 

○山内座長 できれば次回を含めて２回やりたい。次回はだから、ちょっと別紙の細かい

ものでたたき台を出して、議論していただき……。 

○美原専門委員 もし早目にできるんでしたら早目に事前に案を開示していただければ検

討もできるし、議論も深まるかもしれません。少し事務局と議論もできます。もし時間が

あるんでしたらですが。 

○髙橋委員 前のガイドラインのやり方も、何か事務局から提案をつくって回して、全部

回すのは大変だから、個々ばらばらに勝手に希望を入れて、これを事務局の方でまとめま

しょうかというような手もある。 

○美原専門委員 そうすると効率的にディスカッションできるんじゃないかと思うんです

が。 

○山内座長 そういうことでよろしいですか。 

○町田参事官 じゃ、今までのやり方を少し勉強しまして。 

○山内座長 次の回だけ一応決めればいいんですね。その次はまた調整ですね。 

○荻野参事官補佐 その次はまた調整しておきます。 

○山内座長 そうですね。そういうことで、ありがとうございました。熱心にご議論いた

だきまして。ちょっと時間ありますけれども、事務局の方でまとめていただいて、それで

事務局からいただくということで、今日のところは終わりたいと思います。 

 じゃ、これで終わります。どうもありがとうございました。 
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以上 


